
書

需

Tz=ロ

楓
山

明
著

中
園
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究陶

~辛

亥

あ
ん
ど

籾
山
明
氏
の
近
著
『
中
園
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』
は
多
面
的
な
著
作
で

あ
り
、
幾
つ
か
の
異
な
っ
た
耐
貼
か
ら
そ
れ
を
吟
味
・
許
債
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
大
き
く
分
け
れ
ば
、
こ
の
著
作
は
、
訴
訟
制
度
の
研
究
と
秦
漢
法
制

闘
係
の
史
料
研
究
と
い
う
こ
つ
の
側
面
を
持
つ
。
さ
ら
に
細
か
く
見
れ
ば
、

訴
訟
制
度
の
研
究
は
、
訴
訟
手
績
き
の
復
元
と
、
「
司
法
経
験
の
再
配
分
」

を
通
じ
て
古
代
帝
国
の
支
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
新
歴
史
像

の
構
築
と
に
匝
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
史
料
研
究
は
、
出
土
史
料
に
主
眼

を
置
き
、
基
礎
史
料
の
概
観
、
史
料
の
集
成
と
逐
語
的
な
解
讃
と
い
う
三
種

類
の
作
業
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
内
容
が
約
三

0
0頁
に
凝
縮
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
譲
み
一
燃
え
の
如
何
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
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さ
て
、
史
料
研
究
の
方
か
ら
本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
、
本
書
が
用
い

る
出
土
史
料
は
、
(
行
政
)
文
書
と
康
義
の
書
物
に
大
別
で
き
る
が
、
著
者

が
最
も
力
を
注
が
れ
る
の
は
、
前
者
に
属
す
る
敦
埋
・
居
延
漢
簡
と
、
後
者

に
分
類
で
き
る
睡
虎
地
秦
簡
で
あ
る
。
雨
史
料
に
闘
し
で
は
、
序
章
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
概
観
が
な
さ
れ
る
(
序
章
第
二
節
第
一
項
「
居
延
漢
簡
の
背

景
」
と
第
二
項
「
雲
夢
睡
虎
地
秦
筒
概
述
」
)

0

敦
埋
・
居
延
漠
簡
に
関
し
て

は
、
出
土
地
で
あ
る
透
境
の
軍
事
機
構
に
つ
い
て
そ
の
構
成
が
簡
潔
に
説
明

さ
れ
、
中
で
も
、
「
部
」
が
行
政
機
関
で
は
な
く
、
管
匿
を
指
す
概
念
で
あ

る
こ
と
が
最
も
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
降
虎
地
秦
簡
に
闘
し
て
は
、
墓
主

の
職
掌
と
の
関
連
に
注
意
を
梯
い
、
こ
の
史
料
群
に
合
ま
れ
る
「
法
律
答

間
」
や
「
秦
律
十
八
種
」
、
「
殺
(
律
)
」
唱
す
の
書
物
の
多
く
が
、
訊
問
や
法

適
用
か
ら
幅
贋
い
文
書
作
成
に
至
る
ま
で
、
獄
吏
が
携
わ
る
職
務
内
容
と
密

接
に
関
わ
る
貼
が
強
調
さ
れ
る
。
淡
々
と
し
た
序
章
の
牡
棋
連
の
中
で
も
、
考

古
遺
物
で
あ
る
と
い
う
共
通
し
た
特
性
に
配
慮
し
て
、
山
土
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
印
し
た
解
緯
が
な
さ
れ
、
長
年
現
物
の
調
査
と
園
版
の
精
査
で
培
わ
れ
た

著
者
の
眼
力
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
の
考
詮
の
中
で
こ
の
二
つ
の
史
料
群
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
は
、

筆
者
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
睡
虎
地
秦
筒
、
中
で
も
「
法
律
答
問
」
と

「
封
診
式
」
は
、
第
二
章
「
秦
漠
時
代
の
刑
事
訴
訟
」
に
お
い
て
多
用
さ
れ

る
。
第
一
節
「
子
績
の
復
元
」
で
は
、
雨
童
H

物
に
見
え
る
「
所
見
」
・
「
自

告
」
・
「
自
出
」
・
「
(
告
)
不
審
」
・
「
謹
告
」
・
「
劾
」
・
「
州
告
」
・
「
投
書
」
・

「
公
室
告
」
・
「
三
環
」
、
「
執
」
・
「
得
」
・
「
捕
」
・
「
診
」
・
「
訊
」
・
「
辞
」
、

「
鞠
」
・
「
問
」
・
「
覆
」
、
「
封
守
」
・
「
牧
」
、
「
論
」
・
「
以
律
論
」
・
「
論
獄
不

直
」
・
「
母
論
」
・
「
不
聴
」
・
「
報
」
・
「
失
刑
」
・
「
断
」
・
「
乞
鞠
」
な
ど
の
概
念

に
着
目
し
、
史
料
の
逐
語
的
解
讃
を
通
じ
て
、
「
牛
口
議
・
告
訴
」
か
ら
「
逮

捕
・
勾
留
・
訊
問
」
、
「
豚
・
郷
へ
の
照
曾
」
と
「
差
押
え
」
な
ど
を
経
て

「
裁
判
・
再
審
」
に
至
る
ま
で
の
手
績
要
素
が
復
元
さ
れ
る
。
第
二
節
「
訊

問
の
原
理
」
と
第
三
節
「
乞
鞠
と
失
刑
」
と
で
は
、
訊
問
と
論
断
の
原
理
お

よ
び
原
理
か
ら
の
逸
脱
に
針
す
る
慮
理
の
仕
方
が
解
明
さ
れ
る
。
補
論
の
形
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で
さ
ら
に
、
龍
山
岡
六
競
秦
墓
出
土
の
乞
鞠
木
臆
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
ム
円

向
」
概
念
を
中
心
と
し
た
考
設
が
試
み
ら
れ
る
。

文
書
史
料
で
あ
る
敦
埋
・
居
延
漢
簡
は
、
第
三
章
「
居
延
出
土
の
加
書
と

漠
代
の
聴
訟
」
と
第
四
章
「
愛
童
日
新
探
|
|
占
文
書
墜
と
法
制
史
」
で
立
役

と
し
て
登
場
す
る
。
第
三
章
で
は
、
「
駒
罷
努
病
死
冊
書
」
と
「
候
粟
君
所

責
冠
恩
事
加
童
日
」
(
辛
未
・
己
卯
文
書
)
と
い
う
二
つ
の
文
書
に
到
す
る
逐

語
的
解
護
を
通
じ
て
聴
訟
の
諸
相
が
解
明
さ
れ
る
の
に
封
し
て
、
第
四
章
で

は
、
断
片
的
な
文
書
史
料
の
中
か
ら
、
愛
主
目
閥
係
の
史
料
を
集
成
す
る
と
こ

ろ
に
力
黙
が
置
か
れ
る
。
愛
童
日
史
料
の
集
成
は
、
委
主
目
固
有
の
文
言
・
書
式

を
指
標
に
、
愛
童
日
に
相
官
す
る
簡
を
選
定
す
る
作
業
か
ら
始
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
た
め
に
「
候
粟
君
所
責
冠
恩
事
珊
書
」
の
中
か
ら
、
愛
主
目
と
推
定
さ
れ

る
「
戊
辰
文
書
」
が
選
び
出
さ
れ
、
逐
語
的
解
讃
の
上
、
そ
の
特
有
の
文
書

様
式
と
川
用
語
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
「
乞
如
何
友
書
」
が
愛
書
の
締
め

括
り
文
言
と
比
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
基
準
に
行
わ
れ
た
初
期
的
史
料
集
成
に

よ
っ
て
、
書
き
出
し
に
置
か
れ
る
「
愛
書
」
の
二
文
字
も
、
委
書
固
有
の
書

式
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
を
基
準
に
さ
ら
に
第
二
段
の
集
成
が
遂
行
さ

れ
る
。
な
お
、
大
庭
惰
氏
が
同
友
童
日
に
分
類
し
て
い
た
「
自
三
口
」
閥
遠
の
史
料

は
、
「
向
言
書
」
と
い
う
濁
立
し
た
文
書
類
型
と
し
て
愛
書
と
匿
別
し
て
集

成
さ
れ
る
。

ま
だ
一
部
し
か
公
開
さ
れ
て
い
な
い
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
筒
」
に
つ
い
て

は
、
附
章
一
と
し
て
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
筒
概
述
」
と
い
う
文
章
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
は
、
比
較
的
完
全
な
行
政
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る

と
い
う
利
結
が
あ
り
、
著
者
は
、
と
く
に
文
書
の
用
語
と
様
式
に
重
貼
を
置

い
て
、
こ
の
史
料
の
概
観
と
解
讃
を
行
う
。
ま
た
、
張
家
山
漠
簡
に
つ
い
て

は
、
第
二
章
の
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
「
本
書
の
序
章
で
述
べ
た
通
り
、
張

家
山
漠
墓
の
年
代
観
は
前
一
六
七
年
前
後
」
(
五
四
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
史
料
の
解
説
が
珠
定
さ
れ
つ
つ
惜
し
く
も
賓
現
し
な
か
っ
た
が
、

第
二
章
の
第
二
と
第
三
節
で
は
、
「
封
診
式
」
に
加
え
て
張
家
山
漢
簡
の

「
奏
議
書
」
と
い
う
書
物
的
山
土
史
料
も
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
。
そ
れ
で
、

本
書
に
は
、
秦
漢
法
制
史
が
扱
う
べ
き
主
な
出
土
文
字
史
料
の
中
で
、
「
秦

律
十
人
種
」
や
「
二
年
律
令
」
の
よ
う
に
法
律
保
文
を
中
心
と
し
た
史
料
を

除
い
て
、
書
物
と
文
書
と
に
わ
た
り
、
比
較
的
纏
ま
っ
た
史
料
群
は
出
揃
っ

た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
難
解
な
史
料
に
封
し
て
、
著
者
は
、
確
賓
な
考
詮
の
上
、
至
る
所
濁

創
的
な
解
稗
を
披
露
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
附
章
一
「
湖
南
龍
山
里
耶
泰
筒
概

述
」
で
は
、
著
者
は
、
以
前
か
ら
張
家
山
漢
簡
の
「
奏
説
書
」
な
ど
に
も
み

ら
れ
た
「
署
+
官
職
+
後
」
と
い
う
文
言
を
、
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
「
報
+

ひ
ら

署
+
官
職
+
愛
」
と
い
う
表
現
に
基
づ
い
て
、
「
(
報
ず
る
に
)
官
職
が
設
け

と
署
せ
」
と
讃
み
、
返
信
の
際
に
開
封
者
を
指
定
す
る
よ
う
求
め
た
文
一
百
と

解
担
押
さ
れ
る
。
『
緯
名
』
調
室
田
契
に
は
「
童
日
文
書
検
日
署
。
署
、
抽
出
也
、
題

所
抽
出
者
官
披
也
」
と
あ
り
、
賓
際
に
も
居
延
漠
簡
に
「
官
職
十
後
」
と
署
さ

れ
て
い
る
検
が
見
ら
れ
る
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
と
て
も
簡
単
な
話
で
は
あ

る
が
、
今
ま
で
「
護
」
に
つ
い
て
「
ひ
ら
く
」
、
「
お
く
る
」
や
「
か
く
」
等

の
解
穫
が
飛
び
交
い
、
李
向
学
勤
氏
の
よ
う
な
大
家
も
、
「
ひ
ら
く
」
と
護
み

つ
つ
、
誰
が
何
を
聞
く
の
か
、
納
得
の
い
く
説
明
が
で
き
な
か
っ
た
。

「
報
」
と
「
護
」
の
関
連
性
を
看
破
し
、
「
署
」
を
「
し
る
す
」
と
訓
讃
し

た
の
は
、
他
の
近
著
に
お
い
て
「
翠
」
字
を
正
し
く
「
か
か
げ
る
」
と
訓
讃

し
、
翠
令
に
関
す
る
先
行
研
究
を
覆
し
た
の
と
同
じ
く
、
卓
見
と
い
う
ほ
か

な
い
。
園
星
を
つ
く
よ
う
に
、
深
い
文
献
撃
的
知
識
を
正
確
に
出
土
史
料
に

適
用
す
る
著
者
特
有
の
能
力
に
は
ひ
た
す
ら
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
。
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も
と
よ
り
、
附
章
一
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
筒
概
述
」
は
、
他
の
多
く
の
章

と
同
様
に
、
以
前
に
溌
表
さ
れ
た
論
文
を
再
牧
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
署

+
官
職
+
設
」
の
解
穆
は
、
す
で
に
慶
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
書
は
、
奮
稿
を
大
幅
に
改
め
る
箇
所
が
随
所
見
ら
れ
、
あ
り
き

た
り
の
「
論
文
集
」
と
は
自
ず
と
越
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
、
候
粟
君
珊
書
の
解
讃
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
候
粟
君
冊

主
目
は
周
知
の
通
り
、
四
つ
の
文
書
と
一
枚
の
尾
題
筒
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、

文
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
日
附
に
従
い
「
乙
卯
文
書
」
、
「
戊
辰
文
書
」
、
「
立
十

未
文
書
」
と
「
己
卯
文
書
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
著
者
の
理
解
で
は
、
「
乙

卯
文
書
」
と
「
戊
辰
文
書
」
は
、
候
粟
君
に
訴
え
ら
れ
た
冠
恩
と
い
う
人
物

の
陳
述
を
中
心
と
し
た
愛
書
で
あ
り
、
「
辛
未
文
書
」
は
、
際
廷
あ
て
の
委

主
自
の
送
達
文
書
で
、
都
郷
車
回
夫
宮
の
立
場
か
ら
案
件
の
経
緯
を
述
べ
る
報
告

書
を
朱
ね
る
。
最
後
に
、
「
己
卯
文
書
」
は
、
都
郷
車
回
土
人
か
ら
報
告
を
受
け

た
膝
廷
か
ら
甲
渠
候
に
宛
て
た
文
書
で
あ
る
。

さ
て
、
「
戊
辰
文
書
」
、
「
半
未
文
書
」
と
「
己
卯
文
書
」
と
い
う
三
つ
の

文
書
に
関
す
る
考
訟
は
、
本
書
の
第
三
章
と
第
四
章
に
お
い
て
は
、
中
心
的

な
役
割
を
果
た
す
が
、
二
つ
の
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
肘
延
新
筒
『
駒
罷
労
病

死
』
珊
書
|
|
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
・
績
|
|
」
(
『
(
堀
敏
一
先
生
古
稀

記
念
)
中
国
古
代
の
国
家
と
民
衆
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
。
以
下

「
奮
稿
こ
と
略
稽
)
と
「
愛
童
日
新
探
|
|
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
」
(
『
東

洋
史
研
究
』
第
五
一
巻
第
三
競
、
一
九
九
二
年
。
以
下
「
奮
稿
二
」
と
略

稀
)
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
本
書
と
奮
稿
を
比
較
す
る
と
、
何
よ

り
も
「
半
未
文
書
」
の
解
緯
が
根
本
か
ら
作
り
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
。
ま
ず
、
首
事
者
に
つ
い
て
は
、
被
告
と
し
て
は
、
「
:
:
:
廷
移
甲
渠

候
書
円
、
去
年
十
二
月
、
取
客
民
冠
恩
震
就
、
載
魚
五
千
一
頭
到
燃
得
・
・
:
」

(
司
一
勺
一
勺
旧
日
出
)
と
い
う
甲
渠
候
の
文
書
に
は
、
客
民
の
冠
恩
が
名
指
さ
れ
、

原
告
と
し
て
は
、
冠
恩
の
鮮
に
、
何
度
も
「
(
候
)
粟
君
」
(
円
勺
一
E
M
M
ω
、

何日)一司
N
N
2
・
な
ど
)
が
登
場
す
る
。
奮
稿
一
、
二
は
、
多
く
の
先
行
研
究
と

同
様
に
、
粟
君
を
甲
渠
候
の
職
に
あ
っ
た
者
の
個
人
名
と
捉
え
、
甲
渠
候
が

冠
恩
を
豚
廷
に
訴
え
た
と
い
う
想
{
厄
で
、
文
書
の
分
析
を
進
め
た
。
そ
れ
に

封
し
て
、
本
書
は
、
「
粟
君
H

甲
渠
候
」
と
い
う
園
式
を
一
台
定
し
、
粟
君
と

い
う
人
物
が
甲
渠
候
を
逼
じ
て
都
尉
府
に
冠
恩
を
訴
え
た
と
理
解
す
る
。
そ

れ
に
伴
い
、
候
が
府
に
上
奏
し
た
記
に
遁
べ
ら
れ
て
い
る
「
願
詣
郷
委
書
是

正
」
(
巴
)
司
N
N
ω
C
)
は
、
「
冠
恩
を
郷
に
召
喚
し
て
最
初
の
愛
書
を
正
す
」

よ
う
に
求
め
た
語
と
し
て
再
解
盟
押
さ
れ
る
。
奮
稿
一
で
は
、
「
(
粟
君
が
)
郷

に
詣
り
愛
書
も
て
是
正
し
た
い
と
願
い
出
た
」
(
一
二
七
頁
)
と
課
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
「
府
録
、
令
明
慮
、
更
詳
験
問
治
決
言
」
(
円
勺
町
NNωο
簡
末

か
ら
目
4
N
ω
ω
H
筒
初
に
か
け
て
)
も
、
奮
稿
で
は
、
府
か
ら
豚
廷
に
あ

て
た
「
明
慮
」
の
指
示
と
、
豚
廷
か
ら
郷
に
あ
て
た
「
更
詳
験
問
治
決
一
一
一
白
」

の
命
令
を
匿
別
し
て
解
讃
し
て
い
た
の
に
針
し
て
、
本
書
で
は
、
「
令
明
慮
、

更
詳
験
問
治
決
言
」
は
一
括
し
て
、
府
か
ら
甲
渠
候
を
通
じ
て
牒
廷
に
轄
迭

さ
れ
た
命
令
と
解
盟
侍
さ
れ
る
。
以
上
は
著
者
の
濁
創
に
係
る
印
刷
民
更
で
あ
る
が
、

そ
の
ほ
か
に
、
表
錫
圭
や
浅
原
達
郎
の
爾
氏
に
従
っ
て
、
「
須
以
政
不
直
者

法
」
に
お
け
る
「
政
不
直
」
を
一
つ
の
罪
名
と
捉
え
る
奮
説
を
放
棄
し
、

「
須
」
と
「
政
」
の
二
字
を
そ
れ
ぞ
れ
「
待
」
と
「
正
」
と
謹
ん
だ
貼
、
お

よ
び
「
亙
報
」
に
お
け
る
「
報
」
を
、
表
錫
圭
氏
に
従
い
「
論
報
」
か
ら

「
凶
答
」
に
改
め
た
黙
が
注
目
に
値
し
よ
う
。

本
書
を
通
じ
て
、
解
稗
を
改
め
た
り
、
新
た
な
史
料
を
追
加
し
た
り
、
史

料
集
成
か
ら
漏
れ
た
史
料
を
お
ぎ
な
っ
た
り
し
た
箇
所
が
随
所
見
ら
れ
、
長

年
に
わ
た
っ
て
考
詮
を
一
層
完
全
な
ら
し
め
ん
と
す
る
著
者
の
弛
ま
ぬ
努
力

69 



436 

が
よ
く
惇
わ
る
。
そ
の
音
信
郎
で
は
、
害
臼
稿
を
讃
ん
で
し
ま
っ
た
護
者
に
と
っ

て
も
、
本
書
は
決
し
て
新
味
に
乏
し
く
な
い
。
た
だ
、
全
て
に
わ
た
っ
て
新

し
い
考
首
の
方
が
正
し
い
と
も
限
ら
な
い
。
上
に
紹
介
し
た
候
粟
君
加
書
を

巡
る
考
首
は
、
奮
稿
の
方
が
安
常
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
書
の
訴
訟
研

究
を
紹
介
し
た
上
で
こ
れ
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
い
。

|
|
訴
訟
研
究
に
つ
い
て
|
|

本
書
の
訴
訟
研
究
は
、
「
獄
」
と
「
訟
」
と
い
う
事
案
類
型
に
封
悔
す
る

形
で
、
「
断
獄
」
と
「
聴
訟
」
と
い
っ
た
千
績
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
と

い
う
前
提
に
立
ち
、
第
一
章
と
第
二
章
で
は
断
獄
と
、
第
三
章
で
は
聴
訟
の

手
績
を
組
上
に
載
せ
る
。
第
四
章
は
、
爾
者
に
関
わ
る
委
書
と
い
う
文
書
類

型
の
機
能
を
分
析
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
凡
そ
次
の
よ
う
に
要
約
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
章
は
、
趨
高
に
陥
れ
ら
れ
て
謀
反
の
罪
で
極
刑

に
虎
せ
ら
れ
た
李
斯
の
裁
判
に
関
す
る
「
史
記
』
李
斯
列
停
の
記
遮
を
手
が

か
り
に
刑
事
裁
判
の
姿
を
復
元
す
る
。
李
斯
列
惇
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
本
ナ
斯

を
「
拘
執
・
束
縛
」
し
た
上
、
超
高
が
そ
れ
を
「
案
治
」
し
て
「
誕
服
」
に

追
い
込
み
、
反
辞
(
謀
反
を
認
め
た
李
斯
の
供
述
)
と
二
世
の
使
者
に
よ
る

覆
訊
を
経
て
、
「
奏
嘗
」
が
行
わ
れ
、
皇
帝
の
命
令
に
よ
り
、
「
具
五
刑
・
腰

斬
」
の
刑
罰
が
執
行
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
拘
執
・
束
縛
↓
案
治
↓
反
辞
↓

覆
訊
↓
奏
蛍
↓
具
五
刑
・
腰
斬
」
と
い
う
よ
う
に
裁
判
の
流
れ
が
整
理
で
き

る
。
こ
の
裁
判
は
「
案
治
」
と
「
覆
訊
」
を
中
心
に
す
え
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
「
覆
訊
」
も
「
案
治
」
の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な
い
故
に
、
雨
者
は
、
(
貫

龍
的
に
同
じ
手
績
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
結
局
は
、
捨
い
手
を
替
え
て
繰
り
返

さ
れ
る
訊
問
が
刑
事
訴
訟
の
中
核
を
構
成
し
、
再
三
の
訊
聞
に
お
い
て
服

(
罪
状
の
自
認
)
が
得
ら
れ
る
と
、
訊
聞
の
捨
嘗
者
か
ら
文
書
に
よ
っ
て
報

告
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
「
論
」
す
な
わ
ち
刑
罰
が
定
め
ら
れ
る
、
と

い、つ。第
一
章
の
記
述
が
詔
獄
と
で
も
い
う
べ
き
特
殊
な
事
例
を
取
り
上
げ
る
の

に
封
し
て
、
第
二
章
は
、
よ
り
一
般
的
な
形
で
、
秦
漠
時
代
の
刑
事
訴
訟
が

ど
の
よ
う
な
原
理
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
手
績
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
か

と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
訴
訟
手
績
が
「
告
」
、

「
訊
」
と
「
論
」
の
一
一
一
本
の
柱
か
ら
構
成
さ
れ
、
中
で
も
「
訊
」
す
な
わ
ち

訊
聞
が
核
心
に
位
置
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
、
訊
問
は
、
被

疑
者
に
罪
肢
を
提
示
し
て
問
い
詰
め
、
自
認
に
追
い
込
む
方
法
を
と
り
、
そ

の
究
極
的
な
目
的
は
、
賓
程
的
異
賓
の
究
明
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
概

ね
第
一
章
の
結
論
と
一
致
す
る
が
、
第
二
章
は
、
さ
ら
に
訊
問
の
原
理
を
検

討
す
る
。
詰
聞
と
白
供
に
基
づ
く
邑
(
賓
の
愛
見
が
一
免
罪
を
生
む
構
造
を
必
然

的
に
備
え
て
お
り
、
そ
の
弊
害
を
防
ぐ
制
度
と
し
て
、
拷
間
報
告
書
の
作
成

義
務
ゃ
、
「
裁
判
の
滞
情
と
誤
審
を
防
止
す
る
た
め
の
」
上
識
な
ど
が
存
在

し
て
い
た
事
賓
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
「
乞
鞠
」
の
手
績
と
「
失
刑
」
の
概
念

に
も
分
析
の
範
同
が
及
ぶ
。

第
三
章
で
は
、
悪
訟
に
閥
わ
る
機
闘
の
聞
の
閥
係
と
、
聴
訟
と
断
獄
の
異

同
に
焦
黙
が
蛍
て
ら
れ
る
。
奮
稿
と
は
違
っ
て
、
本
書
で
は
、
候
粟
君
冊
圭
目

に
つ
い
て
も
、
駒
罷
努
病
死
皿
墨
田
と
同
様
に
、
都
尉
府
に
封
し
て
提
訴
が
な

さ
れ
、
都
尉
府
の
指
示
で
、
甲
渠
候
官
で
審
理
が
行
わ
れ
た
と
い
う
結
論
が

導
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
で
、
奮
稿
よ
り
も
整
合
的
に
、
上
級
機
闘
が
管
轄
下

の
下
級
機
関
に
案
件
の
審
理
と
判
決
の
た
め
の
原
案
作
成
と
を
命
じ
、
そ
の

報
告
に
基
づ
い
て
最
終
的
な
決
定
を
下
す
と
い
う
訴
訟
手
績
の
姿
が
描
か
れ

る
。
聴
訟
と
断
獄
の
異
同
に
関
し
て
は
、
聴
訟
に
お
い
て
詰
問
や
服
罪
に
首

た
る
文
言
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
相
違
貼
と
、
聴
訟
の
子
績
に
も
刑
事
的
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な
要
素
が
見
ら
れ
、
最
終
的
な
局
面
に
お
い
て
科
刑
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が

排
除
さ
れ
な
い
と
い
う
類
似
黙
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
四
章
に
お
い
て
は
、
愛
主
自
の
機
能
に
つ
い
て
、
奮
稿
に
封
す
る
概
念
の

再
解
稗
を
含
め
て
凡
そ
次
の
よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
奮
稿
二

で
は
、
著
者
は
「
官
如
委
書
」
と
い
う
表
現
を
「
以
上
は
愛
書
と
す
る
」
と

課
さ
れ
て
い
た
が
、
本
書
で
は
、
宮
宅
潔
と
邪
義
同
の
両
氏
の
批
判
に
答
え

て
、
そ
れ
を
「
そ
の
他
は
愛
書
の
通
り
」
に
改
め
る
。
さ
ら
に
、
愛
書
の
中

で
な
ぜ
「
乞
如
何
友
童
日
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、

愛
書
作
成
の
過
程
に
お
い
て
、
三
円
を
隔
て
て
二
度
訊
問
が
行
わ
れ
、
完
全

な
愛
書
文
書
は
、
二
度
の
陳
逮
を
書
き
留
め
た
二
つ
の
愛
書
か
ら
構
成
さ
れ

る
複
合
文
書
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
「
乞
如
愛
書
」
と
は
、
最
初
の
愛
書

と
矛
盾
が
な
い
と
い
う
、
二
度
目
の
委
書
の
結
び
文
言
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
、

事
賓
を
再
度
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
友
童
日
に
は
公
詮
文
書
と
し
て
の
詮

明
力
が
付
輿
さ
れ
る
と
い
う
。

|
|
丈
書
の
丈
脈
に
立
ち
戻
っ
て
|
|
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著
者
は
長
年
に
わ
た
る
努
力
の
末
上
述
し
た
よ
う
な
整
合
性
の
高
い
訴
訟

論
を
構
築
さ
れ
た
が
、
複
雑
な
構
造
を
持
つ
行
政
文
書
を
、
訴
訟
と
い
う
平

た
い
枠
に
嘗
て
骸
め
た
途
端
に
、
中
図
的
な
「
裁
き
」
の
特
徴
が
見
え
に
く

く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
は
、
著
者
の
史
料
研
究
が
提
供
す
る
豊
富

な
材
料
を
活
用
し
つ
つ
、
今
一
度
文
書
の
文
脈
に
立
ち
戻
っ
て
断
獄
や
聴
訟

の
手
績
構
成
を
考
え
直
し
て
み
た
い
。

「
候
粟
君
加
書
」
(
「
辛
未
文
書
」
と
「
己
卯
文
書
」
)
に
闘
し
て
は
、
筆

者
は
概
ね
奮
稿
の
解
稗
に
従
う
が
、
一
黙
の
み
史
料
の
讃
み
方
を
印
刷
究
え
て
み

た
い
。
つ
ま
り
、
「
書
到
、
験
問
治
決
言
」
と
い
う
執
行
文
言
は
、
都
郷
音

夫
に
針
す
る
牒
廷
の
指
示
と
見
倣
し
、
甲
渠
候
の
書
の
引
用
は
、
「
・
・
:
不

相
賞
廿
石
」
を
以
て
終
了
す
る
も
の
と
理
解
す
る
。
「
(
廷
却
書
日
:
:
:
)
府

録
、
令
明
書
。
更
詳
験
問
治
決
ニ
一
日
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
奮
稿
は
、

「
令
明
書
」
と
い
う
府
の
指
示
と
、
「
更
詳
験
問
治
決
言
」
と
い
う
牒
廷
の

指
示
を
匝
別
さ
れ
る
の
で
、
「
書
到
、
験
問
治
決
言
」
は
後
者
と
封
廃
す
る

文
書
要
素
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
廷
に
、
本
書
の
よ
う
に
「
更
詳
・
:
」

と
「
書
到
:
・
」
を
そ
れ
ぞ
れ
府
録
も
し
く
は
甲
渠
候
の
書
に
組
み
込
ん
で
し

ま
え
ば
、
豚
廷
の
文
書
が
執
行
文
言
を
紋
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
一
貼
の
讃
み
換
え
の
致
呆
は
大
き
い
。
著
者
は
、
執
行
文
言
の
存
在

を
以
て
甲
渠
候
の
書
が
候
粟
君
の
訴
賦
で
あ
り
得
な
い
事
賓
の
誼
明
と
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
問
題
は
讃
み
換
え
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た
の
で
、
後
は
、

奮
説
に
従
っ
て
冊
書
が
解
讃
で
き
る
。
つ
ま
り
、
初
期
段
階
で
は
、
「
廷
移

甲
渠
候
書
日
:
:
:
」
と
い
う
よ
う
に
、
甲
渠
候
と
牒
廷
と
の
聞
に
の
み
文
書

の
往
来
が
あ
り
、
勝
廷
は
都
尉
府
を
経
な
い
ま
ま
、
都
郷
宜
国
土
八
に
調
査
を
命

じ
て
い
る
。
冠
恩
の
供
述
に
係
り
の
疑
い
あ
り
と
し
て
都
郷
畜
夫
に
再
調
査

を
命
じ
た
豚
廷
の
文
書
に
は
、
「
今
候
奏
記
府
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
段
階
で
始
め
て
都
尉
府
が
介
入
し
た
事
賓
が
讃
み
取
れ
る
。

都
尉
府
か
ら
の
審
理
の
付
託
が
な
け
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
甲
渠
候
が
府
に

提
訴
し
た
訴
訟
に
お
い
て
自
ら
審
理
の
一
端
を
捨
う
よ
う
な
問
題
も
生
じ
な

い
。
「
甲
渠
候
H

候
粟
君
」
と
い
う
仮
説
を
否
定
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。

甲
渠
候
と
候
粟
君
と
が
同
一
の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
「
取
客
民
冠

恩
潟
就
」
、
「
今
候
奏
記
府
」
や
「
候
園
責
男
子
冠
恩
事
」
と
い
っ
た
箇
所

で
、
原
告
も
し
く
は
「
候
」
の
身
元
が
特
定
さ
れ
な
い
不
自
然
も
回
避
で
き

る。
愛
書
の
分
析
に
闘
し
で
も
、
史
料
解
語
の
僅
か
な
愛
更
に
よ
っ
て
、
再
解
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轄
の
品
跡
地
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
委
書
に
お
け
る

「
乞
如
委
書
」
と
い
う
表
現
は
、
引
用
を
八
百
む
委
書
の
構
造
に
留
意
す
れ
ば
、

著
者
が
言
わ
れ
る
ほ
ど
不
可
解
で
は
な
い
。
「
都
郷
車
回
夫
宮
:
:
:
白
思
詣
郷

:
:
乃
委
書
験
問
、
恩
僻
目
、
『
・
:
:
』
、
皆
談
、
他
如
愛
書
」
と
い
う
よ
う

に
、
都
郷
畜
夫
の
宮
が
思
を
呼
び
出
し
愛
室
田
駿
聞
を
行
っ
た
こ
と
は
、
地
の

文
で
あ
り
、
そ
の
中
に
恩
の
辞
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
引
用
に
封
し
て
、
都

郷
畜
夫
が
「
乞
如
委
書
」
と
宣
言
す
る
。
「
乃
愛
書
験
問
」
と
い
う
表
現
か

ら
、
「
委
書
」
が
本
来
動
詞
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
宵
は
「
委
書
し
て
」
つ

ま
り
記
録
を
作
り
な
が
ら
験
問
を
行
っ
た
。
そ
の
最
初
の
記
録
に
は
、
睡
虎

地
奏
。
筒
「
封
診
式
」
の
委
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
官
如
委
書
」
と
い
う

句
が
な
く
、
燃
に
提
出
す
る
た
め
に
思
の
辞
を
書
き
出
局
し
た
時
に
、
地
の
文

に
始
め
て
「
ゃ
い
如
愛
書
」
と
い
う
確
認
の
文
言
が
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

月
友
書
作
成
の
際
二
度
も
一
訊
問
が
行
わ
れ
る
と
い
う
仮
説
に
閲
し
て
は
、
著

者
自
身
が
す
で
に
、
死
馬
愛
書
の
場
合
に
、
「
三
日
後
に
あ
ら
た
め
て
検
視

す
る
と
い
う
悠
長
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
(
一
二
九
頁
)
慰
を
指
摘
さ
れ

る
。
秋
射
委
書
や
吏
卒
相
牽
誼
任
委
書
等
の
場
合
に
も
、
日
常
的
な
事
務
文

書
の
た
め
に
、
再
訊
聞
を
含
む
煩
雑
な
手
績
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。

そ
も
そ
も
張
妾
や
著
者
に
一
一
一

H
後
の
再
訊
聞
を
連
想
さ
せ
た
「
辞
定
己
満
三

日
而
不
更
言
論
(
情
)
者
:
:
:
」
と
い
う
渓
律
の
規
定
は
、
三
日
後
に
一
定

の
法
律
数
呆
が
生
じ
る
こ
と
の
み
定
め
て
お
り
、
訊
問
も
し
く
は
再
訊
問
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。

つ
い
で
に
、
委
主
日
の
殺
力
に
つ
い
て
偶
れ
る
と
、
現
代
の
公
正
謹
書
、

「開

H
F
E
Z
-
E
r
H
W
H
E
R
E四
」
や

E
4
0∞
E
D口
」
(
誼
言
録
取
書
)
等

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
書
の
「
誼
明
力
」
は
、
通
常
、
法
的
な
事
賓
に
限

定
さ
れ
、
生
の
枇
曾
的
事
{
貫
に
は
及
ば
な
い
。
愛
書
も
、
二
一
見
の
設
言
が
な

さ
れ
た
と
い
う
法
的
事
賓
の
み
を
詮
明
し
、
詮
言
内
容
で
あ
る
生
の
事
責
に

つ
い
て
は
、
「
以
辞
所
出
入
罪
反
坐
之
」
と
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

諮
言
を
行
っ
た
者
が
責
任
を
負
う
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

次
に
、
断
獄
子
績
に
目
を
韓
じ
よ
う
。
「
鞄
」
に
閲
し
て
は
、
著
者
に
限

ら
ず
、
多
く
の
先
行
研
究
は
そ
れ
を
「
罪
状
の
認
定
」
や
「
犯
罪
事
賓
の
線

括
」
な
ど
と
定
義
し
、
訴
訟
手
績
の
平
面
の
上
で
、
訊
聞
の
出
口
と
判
決
の

入
り
口
笛
た
り
に
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
。
確
か
に
、
張
家
山
漠
簡
の
「
奏
議

室
田
」
を
見
れ
ば
、
「
告
↓
辞
↓
詰
(
辞
)
↓
問
↓
鞄
↓
嘗
」
と
い
う
順
番
で

文
書
の
構
成
要
素
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
鞠
」
の
訓
詰
を
調
べ

る
と
、
「
せ
め
た
だ
す
」
等
の
字
義
が
あ
り
、
「
註
巴
な
ど
と
同
様
に
、

「
鞠
」
に
も
訊
聞
を
思
わ
せ
る
節
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
一
訊
聞
の
繰
り

返
し
に
よ
っ
て
、
事
昔
、
の
解
明
を
保
誼
せ
ん
と
す
る
中
図
的
な
訴
訟
の
特
徴

が
確
認
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
出
す
前
に
、
文
書
を
作
成
す
る
主
躍
を
も
う
少
し
明
確
に
匝
別
す

る
必
要
が
あ
る
。
「
鞠
」
と
は
、
審
理
と
刑
罰
執
行
の
権
限
を
有
す
る
官
が

執
り
行
う
訊
問
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
辞
」
や
「
詰
」
と
は
、
獄
吏
が

下
調
べ
の
結
果
を
文
書
に
纏
め
た
の
を
、
略
節
韓
寓
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

敢
え
て
現
代
の
司
法
制
度
と
比
較
す
る
と
、
「
辞
」
や
「
詰
」
は
、
警
察
や

検
察
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
調
書
に
過
ぎ
ず
、
裁
判
官
が
主
催
す
る
詮
擦
調

べ
に
嘗
た
る
「
鞠
」
は
、
首
然
そ
れ
と
は
濁
立
し
て
賓
施
さ
れ
文
章
化
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勝
官
も
し
く
は
裁
判
官
が
獄
吏
も
し
く
は
検
察
官
の

書
類
を
そ
の
ま
ま
書
き
寓
す
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
「
鞠
」
と
獄
吏
の
訊
問

も
し
く
は
裁
判
の
誼
嫁
調
べ
と
警
察
の
取
調
べ
を
同
じ
平
面
に
並
べ
た
の
で

は
、
や
や
歪
み
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

7z 
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「
詰
」
や
「
鞠
」
と
は
違
っ
て
、
「
論
」
や
「
断
」
(
「
決
」
)
は
、
「
論
獄

不
直
」
や
「
獄
己
断
」
の
よ
う
に
、
始
終
一
程
の
記
述
概
念
と
し
て
用
い
ら

れ
、
文
書
に
お
い
て
そ
れ
を
手
績
の
名
稀
と
す
る
用
例
は
終
に
現
れ
な
い
。

著
者
は
「
論
」
を
「
刑
罰
の
適
用
」
と
定
義
し
、
第
二
章
で
は
そ
れ
を

「
告
」
と
「
訊
」
と
共
に
、
訴
訟
手
績
を
構
成
す
る
三
本
の
柱
の
中
の
一
本

に
教
え
、
「
断
」
や
「
決
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
「
裁
判
の
終
了
」
と
定

義
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
爾
者
が
如
何
に
匡
別
さ
れ
、
何
時
ど
う
い
う
形

で
「
諭
」
も
し
く
は
「
断
」
の
手
績
が
賓
施
さ
れ
る
か
に
関
し
て
は
、
史
料

が
な
い
た
め
か
、
著
者
は
明
言
を
避
け
ら
れ
た
。

仮
に
「
論
」
を
判
決
と
、
「
断
(
決
)
」
を
刑
罰
の
執
行
と
整
理
し
て
み
る

と
、
こ
の
雨
者
の
関
係
に
極
め
て
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
手
績
の
山
川
口
に
判
決
が
な
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と

も
刑
罰
が
執
行
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
手
績
を
性
格
付
け
る
上
で
大
き
な
意
味

を
有
す
る
。
現
代
日
本
の
法
律
制
度
で
は
、
裁
判
と
は
法
的
判
断
の
表
示
で

あ
り
、
ま
た
裁
判
官
が
な
す
法
的
な
行
筋
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
裁
判

と
い
う
子
績
は
、
判
決
を
以
て
終

f
し
、
財
崖
・
自
由
や
生
命
等
の
輿
奪
を

件
う
判
決
内
容
の
賓
現
と
は
、
明
確
に
一
線
を
劃
す
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
が

提
示
す
る
秦
漢
の
法
制
史
料
は
こ
の
匡
別
に
極
め
て
無
頓
着
な
よ
う
に
見
え

る
。
賓
際
の
王
子
績
に
お
い
て
は
、
「
論
」
も
「
断
」
も
な
く
、
た
だ
車
に
刑

罰
の
執
行
を
以
て
断
獄
が
終
了
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
さ
え
持
た

れ
る
。こ

の
闘
連
で
は
、
手
績
の
入
り
口
で
は
あ
る
が
、
「
案
治
」
と
い
う
一
百
葉

に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
犯
罪
事

賓
を
確
認
す
る
手
績
が
『
案
獄
』
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
罪
状
確
認
に
重
心

を
置
け
ば
『
治
罪
』
と
い
う
表
現
に
な
る
。
二
世
が
趨
高
に
命
じ
た
『
案

治
』
と
は
、
・
・
・
謀
反
の
事
賓
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
が
、

「
案
治
」
や
「
治
罪
」
は
、
訊
問
や
事
賓
の
確
認
の
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
の
だ

ろ
う
か
。
確
か
に
、
日
本
語
と
し
て
は
、
治
に
「
と
り
し
ら
べ
る
」
と
い
う

訓
讃
み
は
あ
る
が
、
「
治
罪
」
を
「
罪
を
し
ら
べ
る
」
と
讃
ん
で
、
「
し
ら

べ
」
を
事
賓
の
調
査
と
い
っ
た
意
味
に
捉
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
治

罪
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
漢
語
大
詞
典
』
に
は
、
「
依
擦
法
律
給
犯
罪

人
以
感
得
的
懲
庭
」
と
説
明
さ
れ
、
筆
者
に
も
「
治
」
の
響
き
か
ら
、
「
治

罪
」
は
、
事
賓
の
調
査
に
止
ま
ら
ず
、
科
刑
も
し
く
は
刑
罰
の
執
行
を
も
念

頭
に
入
れ
た
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
案
治
」
に
は
、
李
斯
列

停
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
、
『
漢
書
』
何
武
惇
に
、
「
時
大
司
空
瓢
幽
豆
承
葬
風
指
、

清
一
使
者
采
停
案
治
黛
奥
、
連
引
諸
所
欲
誌
、
上
九
重
…
飽
宣
、
南
陽
彰
偉
、
杜
公

子
、
郡
園
豪
築
坐
死
者
数
百
人
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
罪
状
の

確
認
と
い
う
生
ぬ
る
い
手
績
を
指
す
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
こ
の
史
料
も
、

一
種
の
殺
気
立
っ
た
雰
園
試
に
包
ま
れ
て
お
り
、
案
治
の
狙
い
は
明
ら
か
に

詠
殺
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
断
獄
の
手
績
は
、
最
初
か
ら
判
断
の
表
示
と
い
う

法
的
行
篇
よ
り
も
、
刑
罰
の
執
行
を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
執
行
千
績
の
聞
に
、
本
人
の
服
辞
、
覆
審
や
皇
帝
へ
の
報
告
な
ど
が
介

在
す
る
も
の
の
、
執
行
と
い
う
目
的
を
離
れ
て
、
法
的
に
正
し
い
判
断
を
示

(
3
)
 

す
と
い
う
法
的
行
矯
を
な
す
要
素
は
見
嘗
た
ら
な
い
。
断
獄
は
、
現
代
の
訴

訟
手
績
と
比
較
す
る
よ
り
も
、
再
三
の
事
賓
確
認
を
含
ん
だ
撮
張
的
執
行
手

積
と
見
た
方
が
賓
情
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
一
度
聴
訟
の
手
績
に
話
を
戻
そ
う
。
執
行
の
闘
連
で
は
、

著
者
が
「
白
一
言
」
文
言
を
持
つ
文
書
を
委
主
目
文
書
と
匡
別
し
て
、
「
肖
言

書
」
と
い
う
濁
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
て
分
類
し
た
結
が
、
極
め
て
示

73 
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唆
的
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
類
型
の
文
書
に
は
、
債
権
の
返
済

を
求
め
る
内
容
の
も
の
が
多
く
、
{
円
が
債
権
者
に
代
わ
っ
て
合
法
的
に
債
務

を
取
り
立
て
る
手
績
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
取
り
立
て
方
法
が

明
示
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
官
吏
の
俸
蔽
か
ら
天
引
き
し
て
返
済
に
充
て
る

事
例
が
奉
げ
ら
れ
る
が
、
債
権
白
憶
は
、
必
ず
し
も
公
的
な
債
権
に
限
定
さ

れ
な
い
。
私
的
な
債
権
と
思
わ
れ
る
「
白
言
書
」
も
見
受
け
ら
れ
る
。
明
清

の
法
制
史
料
に
む
し
ろ
違
法
な
取
立
て
に
闘
す
る
記
述
が
目
立
つ
の
に
針
し

て
、
秦
漢
時
代
に
、
合
法
的
に
債
権
を
回
牧
す
る
手
績
が
存
在
し
た
こ
と
は
、

賓
に
新
鮮
で
驚
く
べ
き
事
賓
で
あ
る
。

債
務
者
が
、
「
向
言
童
H

」
に
書
か
れ
た
債
務
を
認
め
れ
ば
、
官
が
債
権
者

に
代
わ
っ
て
債
務
の
履
行
を
求
め
る
だ
ろ
う
が
、
逆
に
、
債
務
の
存
在
を
γ
内

定
す
る
場
合
に
は
、
「
駒
罷
勢
病
死
明
書
」
と
「
候
粟
君
珊
書
」
の
よ
う
に
、

省
事
者
の
主
張
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
一
種
の
訴
訟
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「
白
言
書
」
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
債
権
回
収
を
目
的
と
し
た
官
の
(
強
制

的
)
執
行
行
局
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
に
愛
わ
り
が
な
か
ろ
う
。
現
代
の

制
度
に
準
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
執
行
官
に
強
制
執
行
を
依
頼
し
、
強
制

執
行
の
過
程
で
、
必
要
に
懸
じ
て
審
理
を
行
い
事
賓
を
確
認
す
る
、
と
い
う

印
象
を
輿
え
る
。
治
罪
を
目
的
と
し
た
断
獄
手
績
と
同
様
に
、
聴
訟
手
績
も
、

法
的
判
断
の
表
示
で
は
な
く
、
賓
際
に
財
産
を
輿
奪
す
る
執
行
行
震
を
中
心

に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

|
|
古
代
帝
国
の
支
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
|
|

最
後
に
、
士
円
代
帝
園
の
支
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
に

言
及
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。
終
章
「
司
法
髄
験
の
再
分
配
」
も
、
他
の

章
と
同
様
に
史
料
研
究
の
覗
貼
か
ら
出
昨
役
す
る
。
つ
ま
り
、
隣
虎
地
秦
筒

「
法
律
答
問
」
と
張
家
山
漠
筒
「
奏
議
書
」
と
い
う
、
大
き
く
異
な
っ
た
記

載
様
式
を
持
つ
竹
筒
群
の
史
料
的
性
格
を
中
心
に
論
述
が
進
め
ら
れ
る
。
著

者
は
、
「
法
律
答
問
」
に
見
ら
れ
る
雨
論
併
記
や
「
廷
行
事
」
の
記
録
に
着

目
し
、
吏
の
議
論
が
記
載
さ
れ
て
い
る
奏
誠
事
案
記
録
と
の
類
似
性
を
指
摘

さ
れ
る
。
雨
史
料
は
、
「
疑
罪
を
巡
る
判
断
を
比
較
的
原
型
に
近
い
公
文
書

に
よ
っ
て
示
し
た
書
物
が
『
奏
議
書
』
、
疑
問
黙
を
問
答
憶
に
編
集
し
た
書

物
が
『
法
律
答
問
』
だ
」
と
い
う
相
違
黙
を
一
不
し
つ
つ
、
共
通
に
、
疑
罪
を

裁
く
た
め
の
参
考
書
と
い
う
性
格
を
有
す
る
、
と
著
者
は
述
べ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
基
礎
の
上
に
著
者
は
次
の
よ
う
な
推
論
を
展
開
さ
れ
る
。
「
疑

罪
へ
の
釘
感
に
お
い
て
肝
要
な
の
は
、
裁
判
の
統
一
性
と
均
衡
性
を
失
わ
な

い
こ
と
」
で
あ
り
、
「
『
法
律
答
問
」
に
せ
よ
『
奏
議
室
田
』
に
せ
よ
、
お
そ
ら

く
(
そ
れ
)
は
延
尉
の
周
迭
で
整
理
・
編
纂
さ
れ
た
の
ち
、
司
法
を
捨
う
末

端
機
関
へ
頒
布
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
「
個
々
の
獄
吏
の
経

験
(
が
)
:
:
:
全
世
に
共
有
さ
れ
」
、
「
会
種
の
判
例
法
」
が
形
成
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
「
個
々
の
経
験
を
全
躍
に
還
元
す
る
仕
組
み
」
、
つ
ま
り
「
『
司
法

経
験
の
再
分
配
』
と
も
呼
ぶ
べ
き
仕
組
み
が
、
中
岡
に
お
け
る
庚
大
な
領
域

支
配
を
可
能
に
し
た
係
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
一
再
わ
れ
る
。

中
園
の
古
代
帝
園
の
支
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
譲
み
解
く
こ
の
新
し
い
理
論
は
、

終
章
の
最
後
の
二
頁
に
展
開
さ
れ
、
や
や
附
け
た
り
の
感
が
す
る
。
そ
の
前

提
と
な
る
中
央
か
ら
の
全
図
的
頒
布
と
い
う
命
題
も
、
明
確
な
詮
擦
が
一
不
さ

れ
な
い
。
少
な
く
と
も
「
奏
識
書
」
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
命
題
は
成
立
し

が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
奏
轍
書
」
の
事
案
に
は
、
額

著
な
地
理
的
偏
り
が
見
ら
れ
、
地
理
的
位
置
と
事
案
記
録
の
粗
需
と
の
聞
に

も
相
関
関
係
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
史
料
が
南
郡
も
し
く
は
そ
の
周
透
に
編

集
さ
れ
た
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
。
ま
た
、
「
法
律
糸
口
問
」
に
闘
し
で
も
、
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著
者
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
雨
論
併
記
の
箇
所
が
少
な
く
な
く
、
廷

尉
の
編
纂
物
に
し
て
は
、
判
例
の
「
統
一
性
と
均
衡
性
」
が
保
た
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
持
た
れ
る
。

た
と
え
全
図
的
頒
布
の
命
題
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
「
司
法
経
験
」
を

通
じ
て
い
と
も
簡
単
に
領
域
支
配
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
訴
訟
は
秩

序
の
形
成
や
支
配
の
確
立
に
幾
ば
く
寄
奥
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の

考
え
で
は
、
「
一
亦
訟
に
よ
る
秩
序
形
成
」
な
ど
と
い
っ
た
観
念
は
、
所
詮
西

洋
的
な
観
念
で
あ
り
、
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
な
ど
の
西
洋
法
的
学
の
名
著

に
は
、
こ
う
し
た
観
念
に
封
す
る
、
信
仰
に
も
近
い
執
着
が
、
容
易
に
讃
み

取
れ
る
。
照
史
的
に
考
え
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
こ
の
よ
う
な
信
仰
が
生
ま
れ

た
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
財
産
・
自
由
や

生
命
の
興
奪
を
日
常
的
に
執
り
行
え
る
園
家
の
行
政
機
構
が
長
い
間
未
設
達

で
あ
っ
た
た
め
と
筆
者
は
考
え
る
。

中
園
に
は
、
早
く
戦
園
時
代
か
ら
、
強
力
な
行
政
機
構
が
出
現
し
、
園
家

が
、
直
接
に
人
々
の
日
常
生
活
に
介
入
す
る
道
具
を
手
に
し
た
。
園
家
権
力

の
直
接
的
議
動
は
、
訴
訟
に
よ
る
間
接
的
統
制
よ
り
逢
か
に
強
力
な
も
の
で

あ
り
、
法
律
が
岡
家
権
力
の
後
動
と
抑
制
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
た
の
も

自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
山
代
帝
園
の
支
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る

た
め
に
は
、
首
然
に
文
書
行
政
、
行
政
機
構
と
園
家
権
力
か
ら
メ
ス
を
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
訴
訟
の
枇
合
的
救
用
に
関
す
る
観
念
的
な
理
解
を
以
て

し
で
は
、
こ
の
目
的
は
と
う
と
う
達
成
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
西
欧
中
心
的
な
歴
史
観
へ
の
共
感
の
喪
失
ゃ
、
断
片
な
が
ら
編
纂

史
料
で
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
要
求
に
答
え
る
出
土
史
料
の
績
出
に
伴
い
、
秦
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漢
史
研
究
が
主
題
の
不
在
や
研
究
の
個
別
分
散
化
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
こ

と
は
、
著
者
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
り
、
相
互
の
議
論
と
批
判
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
命
題
に
は
、
筆
者
と
し
て
も
強
い
共
感
を
向
覚
え
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
本
稿
後
竿
で
文
書
の
角
度
か
ら
史
料
の
再
解
稗
を
試
み
た
の
は
、
著

者
の
呼
び
掛
け
に
答
え
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
法
学
畑
で
育

っ
た
筆
者
と
し
て
は
、
現
代
法
撃
な
い
し
法
救
育
が
一
不
す
「
訴
訟
」
へ
の
偏

重
を
目
の
蛍
た
り
見
た
こ
と
も
あ
り
、
法
撃
が
持
っ
そ
う
し
た
西
洋
的
な
バ

イ
ア
ス
に
惑
わ
さ
れ
て
法
を
訴
訟
制
度
に
後
小
化
し
な
い
よ
う
に
、
今
後
珠

想
さ
れ
る
議
論
に
一
石
を
投
じ
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

キ
+
由(

l
)

李
皐
勤
「
初
讃
里
耶
秦
筒
」
(
『
文
物
」
二

O
O
三
年
一
期
)
は
七

六
頁
で
は
「
署
金
布
設
」
を
「
規
定
書
到
除
由
署
金
布
的
官
吏
問

看
」
と
詳
し
、
七
九
一
貝
で
は
「
報
署
主
責
後
」
を
「
報
、
者
主
責

務
」
と
句
護
し
、
「
要
有
作
矯
固
執
的
文
書
(
報
)
、
由
管
理
索
銭
的

吏
員
関
税
」
と
説
明
す
る
。

(
2
)

「
王
杖
木
簡
再
考
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
第
六
五
巻
第
二
競
、
二

O

O
六
年
)

0

(
3
)

こ
の
貼
は
、
清
代
の
裁
判
に
判
定
の
要
素
が
な
い
と
い
う
滋
賀
秀

三
氏
の
指
摘
と
一
致
す
る
(
『
清
代
中
国
の
裁
判
と
法
』
(
創
文
祉
、

一
九
八
四
年
)
七
一
員
)
。

二
O
O
六
年
二
月
京
都
京
都
大
串
皐
術
山
版
舎

A
五
判
四
+
四
十
三
四
二
頁
四
六
O
O
固

75 


	16775ps00
	26775ps00
	36775ps00
	46775ps00
	56775ps00
	66775ps00
	76775ps00
	86775ps00
	96775ps00

